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別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
北
信
団
地
の
項
中
「
四
百
三
号
室
ま
で
」
の
下
に
「
、
十
八
号
棟
の

二
百
一
号
室
か
ら
四
百
六
号
室
ま
で
」
を
加
え
、
「
十
八
号
棟
」
を
「
十
八
号
棟
の
百
一
号
室
か
ら
百

五
号
室
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
笹
谷
団
地
の
項
中
「
四
号
棟
ま
で
」
を
「
三
号
棟
ま
で
、
四

号
棟
の
百
一
号
室
か
ら
百
六
号
室
ま
で
」
に
、
「
五
号
棟
の
二
百
一
号
室
」
を
「
四
号
棟
の
二
百
一
号

室
か
ら
四
百
三
号
室
ま
で
、
五
号
棟
の
二
百
一
号
室
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
蓬
莱
団
地
の
項
中
「
、

十
五
号
棟
」
を
削
り
、
「
十
三
号
棟
」
の
下
に
「
、
十
五
号
棟
」
を
加
え
、
同
表
福
島
県
営
柴
宮
団
地

の
項
中
「
三
十
九
号
棟
」
を
「
三
十
八
号
棟
の
二
百
一
号
室
か
ら
四
百
六
号
室
ま
で
、
三
十
九
号
棟
」

に
改
め
、
「
、
四
十
二
号
棟
」
を
削
り
、
「
三
十
八
号
棟
、
四
十
一
号
棟
」
を
「
三
十
八
号
棟
の
百
一

号
室
か
ら
百
六
号
室
ま
で
、
四
十
一
号
棟
、
四
十
二
号
棟
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
関
川
窪
団
地
の

項
中
「
、
二
号
棟
」
を
「
か
ら
四
号
棟
ま
で
」
に
、
「
三
号
棟
か
ら
五
号
棟
ま
で
」
を
「
五
号
棟
」
に

改
め
、
同
表
福
島
県
営
大
坪
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
九
」
を
「
〇
・
八
七
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営

松
長
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地
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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会
津
若
松
市

一
号
棟
か
ら
六
号
棟
ま
で
、
七

〇
・
八
〇

号
棟
の
一
号
室
か
ら
七
号
室
ま

で
及
び
九
号
室
か
ら
十
八
号
室

ま
で
、
八
号
棟
の
一
号
室
か
ら

七
号
室
ま
で
及
び
九
号
室
か
ら

十
八
号
室
ま
で

七
号
棟
の
八
号
室
、
八
号
棟
の

〇
・
八
二

八
号
室

別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
高
坂
団
地
の
項
中
「
、
五
号
棟
」
を
削
り
、
「
三
号
棟
、
四
号
棟
」

を
「
三
号
棟
か
ら
五
号
棟
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
住
宅
課
）
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